
Ｎｏ．２３（新規） 

（松ヶ崎学区） 

 

要望事項 （優先順位 ３） 

芝本町東行一方通行における交通安全対策 

 

要  旨 

松ヶ崎芝本町の東行一方通行の道路は制限速度２０ｋｍとなっていますが，通行車

両の多くは速度超過で走行しています。当該道路は学童も歩き危険であるため，通行

車両が減速するような対策を要望します。 

 

回 答 

（建設局） 

歩行者への安全対策として，走行するドライバーに対し注意を促す看板等の設置に

ついて検討してまいります。 

 

（下鴨警察署） 

 現時点で安全対策の措置は講じられているものと考えますが，交通量等を勘案の

上，今後，必要があれば安全対策を講じてまいりたいと考えています。 

 



 


